
※ご提出いただいたご意見に対する市の考え方は、締め切り後まとまり次第、市のホームペー

ジ及び計画（案）の掲示場所において公表いたします。（個別に回答は致しませんので、ご

了承ください。） 

 なお、計画（案）の趣旨や目的に直接関係のないご意見は、提出されたご意見の概要のみ公

表します。 

 

【締 切】令和６年５月８日（水） 必着 

【送付先】〒３４８－８６０１ 羽生市東６丁目１５番地 羽生市役所 まちづくり政策課宛 

     ＦＡＸ：０４８－５６１－６３８０ Ｅメール：machi@city.hanyu.lg.jp 

【持 参】まちづくり政策課（市役所２階北側） 平日 8：30 から 17：15 まで 

パブリック・コメント 

「羽生市マンション管理適正化推進計画(案)」に対する意見 
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